
高等学校における特別支援教育ガイド
～生徒の自立と社会参加に向けて～

青森県総合学校教育センター　高校教育課　令和８年３月

ICT端末の標準装備されている機能の活用で、困難さへの手立てにつながります。

▢　地図を読み取りやすくするために、拡大したり範囲を限定したり…
▢　空間における直線や平面の位置関係をイメージしやすくするために、
　　図形を様々な角度から見たり…
▢　伝わる発音ができるように、英語読み上げ機能で繰り返し聞いたり…
▢　実験・実習の見通しをもてるように、手順や方法 を視覚的に明示したり…
　💡困難さが生じる要因に目を向けて手立てを考えてみましょう

学校生活で、困難さを示している生徒はいませんか？高校生と接する教職員が、特別支援教育の視点をも
つことで、生徒一人一人の自立へつながります。高等学校における特別支援教育の充実の一助となるよう、
本ガイドを作成しました。

ー１ー

高校生と接する教職員の皆様へ

アクセシビリティ機能の活用

高等学校
学習指導要領解説
各教科編における

配慮はこちら

授業での情報の示し方について、工夫や配慮できることは？

▢　焦点化：学習内容や活動をしぼる　　　　　▢　視覚化：見える化を図る　　
▢　共有化：伝えやすい場を設定する　　　　　▢　構造化：時間・場・学習の見通しを示す

　💡これらの視点で授業を見直してみましょう

学習環境を工夫・配慮することで、誰もが参加しやすい授業につながります。
ＩＣＴを活用することで、困難さを感じる生徒の、学びの手立てにもつながります。

１．誰もが参加しやすい授業

特別支援教育リーフ  
Vol.10 
人前で話すことが苦手な  
子供の理解と支援

特別支援教育リーフ
Vol.15
見えにくさのある
子供の理解と支援国立特別支援教育総

合研究所(特総研)に、
取組のヒントとなる「特
別支援教育リーフ」が
掲載されています

特別支援教育リーフ
Vol.26
「できること」「やりたいこ
と」を支える支援機器の
活用 −アクセシビリティと
アシスティブテクノロジー −

学習環境の工夫や配慮

本ガイドの内容の改善のため、アン
ケートにご協力をお願いいたします

書くことの困難さを
ICT端末で軽減

発達障害のある児童生
徒に対する教育

https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/5120bed9c159f942504eb2f2ee4d9f30?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/5120bed9c159f942504eb2f2ee4d9f30?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/5120bed9c159f942504eb2f2ee4d9f30?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/271278de96548ddb123de1348599ddc0?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/857ebca6849c55b700bf582648d520db?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/857ebca6849c55b700bf582648d520db?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/857ebca6849c55b700bf582648d520db?frame_id=1235
https://drive.google.com/file/d/15TfVvY-J0O5KVN16PuEwQ5qbtLjpIO-s/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFwvYXUN8gElgeAPWs5z2XNx01q12I8g1WiS6N50aobjnPfg/viewform?usp=header
https://www.mext.go.jp/content/20230420-mxt_syoto01-000020637-2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230420-mxt_syoto01-000020637-2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20230420-mxt_syoto01-000020637-1.pdf
https://www.mext.go.jp/studxstyle/
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/271278de96548ddb123de1348599ddc0?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/271278de96548ddb123de1348599ddc0?frame_id=1235


校長のリーダーシップのもと、校内委員会を設置し、
指名された特別支援教育コーディネーターを中心と
して、学校全体で教育的支援をします。校内委員会は、学
校の規模や職員構成等に合った方法で設置することがで
きます。

▢　生徒の教育的ニーズの組織的な把握
▢　必要な支援、合理的配慮の在り方の検討
▢　保護者、関係機関との連携
▢　個別の教育支援計画、個別の指導計画の作成
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様々な授業の工夫をしていても、学習面や生活面で困っている様子がみられる生徒がいるかもしれません。
一人一人の先生方がそのサインに気づき、困難さの要因に目を向けることが、適切な支援につながります。

どのような要因で生徒は困っているのか？様々な方法で探ってみることから始めます。

▢　生徒の様子をよく観察する　　　　　　
▢　生徒や保護者との面談等で話を聞く　　
▢　各種検査・チェックリスト等
　　※参考程度に考えます。教員が発達障がい等について診断することはできません。

困難さの要因に気づくために

気づきのためのチェックリスト

　当センター特別支援教育課が作成したチェックリストは、

　質問に答えていくことで支援が必要な生徒をスクリーニング

　することができます。「高校生用」チェックリストもあります。

　支援に向けたヒントが得られるかもしれません。

参考

複数の教員で行うと
効果的です

申込みは
こちらから

３.校内での支援体制

校内委員会

合理的配慮とは、障がいのある生徒が、他の生徒と平等に教育を
受けられるように、学校の負担が重すぎない範囲で対応すること
です。本人・保護者との対話を通じて、一人一人の状態に応じた
合理的配慮を検討します。

【提供のプロセス】
１　本人、保護者からの意思の表明
２　校内委員会の開催　必要かつ適当な支援の内容の検討
３　本人、保護者との合意形成
４　個別の教育支援計画、個別の指導計画への明記
５　合理的配慮の提供

合理的配慮の提供

実践事例が
見られます

特別支援教育リーフ
Vol.5
このように考えよう、合
理的配慮

インクルDB

２．生徒の教育的ニーズの把握

特別支援教育
コーディネーター

校内委員会
（例）

養護教諭

担任
生徒指導
部長

教頭

学年主任

本人、保護者 外部機関

校長

▢　生徒の行動の記録を蓄積する
▢　中学校での様子について情報収集する

本人・保護者との建設的な対話を
通じて、対応しましょう

定期的に支援の見直しを
しましょう

https://ts.edu-c.pref.aomori.jp/reaserch/kiduki-checklist
https://inclusive.nise.go.jp/
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/80fc5342d549c9df03f3d8a1b252412c?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/80fc5342d549c9df03f3d8a1b252412c?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/80fc5342d549c9df03f3d8a1b252412c?frame_id=1235
https://inclusive.nise.go.jp/
https://inclusive.nise.go.jp/


　　　　　　　　　　  

　

💡作成し、活用し、支援をつなげていきましょう。
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個別の教育支援計画・個別の指導計画

個別の教育支援計画

　

・就学前から卒業後までの長期的な視点に
  立った計画
・本人の特性や合理的配慮、関係機関との
  連携等について記載

合理的配慮などの個別の支援の提供にあたっては、定期的な
支援内容や方法の見直しが大切です。PDCAサイクルを回しな
がら、より良い支援を見つけていきます。

特別支援教育
リーフVol.7
みんなの思いをことばに
しよう！つなげよう！
～個別の教育支援計画と
個別の指導計画の作成と
活用～

定期的な支援の見直しを

保護者の同意が必要

社会人として生きる力を育てるために、適性に応じた進路選択に向けた自己理解を促します。
その上で、生徒が自己の将来像を描き、目標に向かって努力することができるよう支援します。

特別な教育的ニーズのある
⼦供たちをサポートする先
⽣⽅のための教育相談ガイ
ドブック

第５章（P53〜）
高等学校への支援

特別支援教育
リーフVol.13
障害のある子供への
キャリア教育

特別支援教育
リーフVol.24
困難さのある高校生の
進路指導の充実を目指
して～自己理解に焦点
を当てて～

▢　生活の様子
▢　本人・保護者の
　  願い　　
▢　合理的配慮
▢　長期目標　　　　　
▢　関係機関との
　  連携

自立と社会参加に向けて

Plan
支援計画の
作成

Do
支援計画の
実施

Check
支援による効果
の評価、検証

Action
支援内容の
見直し、改善

個別の指導計画

　

・具体的な指導を行うための短期的な計画
・現状を踏まえて目標を設定し、手立てや
  その評価について記載

記入例等
詳しくは
こちらへ

青森県教育
支援ファイル

▢　学校生活の
　  様子　　
▢　短期目標　
▢　手立て　　
▢　評価

高校での合理的配慮の実績や支援の履歴

が、進学・就職の際の合理的配慮の申請や

引継ぎに役立ちます。作成し、活用し、支援

をつなげていきましょう。

https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/bef0d150ef43df7665385a5fa8509355?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/d80a86a2e82d0cb336cdcf5c8cfb3a1f?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/d80a86a2e82d0cb336cdcf5c8cfb3a1f?frame_id=1235
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/tokushi_guidebook_full.pdf
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/01f03d1e30418f1ba4fd500b1c69effc?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/01f03d1e30418f1ba4fd500b1c69effc?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/01f03d1e30418f1ba4fd500b1c69effc?frame_id=1235
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/201903_aomori_kyouikushienfile.pdf
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/bef0d150ef43df7665385a5fa8509355?frame_id=1235
https://www.nise.go.jp/nc/cabinets/cabinet_files/download/1079/bef0d150ef43df7665385a5fa8509355?frame_id=1235


校内での支援に加えて、専門的な立場からの助言や支援が必要となることもあります。
必要に応じて、県や関係機関の支援につなげていきましょう。

特別支援連携協議会（県内６地区）

特別な支援を必要とする子どもたちとその関係者への相談・支援を、各機関が
連携して行う支援機関のネットワークです。電話相談や訪問相談、相談機関等
についての情報提供を受けることができます。
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その他関係機関連絡先リスト

相談機関案内（県内６地区）

日常生活に関わる
各種相談

青森県発達障がい者支援センター
「ステップ」（東青・下北地域）

青森市中央 3丁目 20-30　県民福祉プラザ3F
TEL 017-777-8201

青森県発達障がい者支援センター
「わかば」（津軽地域）

五所川原市若葉 3-4-10
TEL 0173-26-5254

青森県発達障がい者支援センター
「Doors」（県南地域）

八戸市類家 1-1-16　豊寿会コネクトビル1F
TEL 0178-51-6181

就労に関する相談 あおもり若者サポートステーション 青森市安方 1丁目 1-40　青森県観光物産館アスパム3階
TEL 017-775-5301

ひろさき若者サポートステーション 弘前市駅前町 9-20　ヒロロ3階　弘前就労支援センター内

TEL 0172-35-4851

はちのへ若者サポートステーション 八戸市十三日町 4-1
TEL 0178-51-8582

ハローワーク（専門援助部門） 青森・八戸・弘前・むつ・野辺地・五所川原・三沢・十和田出張所・黒石

就業と生活の支援 青森県内の
障害者就業・生活支援センター

青森地域・西北五地域・津軽地域・
下北地域・上十三地域・八戸地域

子どもの発達や
学習に関する
相談機関等案内東青地区特別支援連携協議会 事務局校  青森県立青森聾学校

青森市大字安田字稲森 125-1
TEL  017-766-1834

西北地区特別支援連携協議会 事務局校  青森県立森田養護学校
つがる市森田町床舞鶴喰 104-5
TEL  0173-26-2610

中南地区特別支援連携協議会 事務局校  青森県立弘前聾学校
弘前市原ヶ平 3丁目3-1
TEL  0172-87-2171

上北地区特別支援連携協議会 事務局校  青森県立七戸養護学校
上北郡七戸町蛇坂 57-31
TEL  0176-62-2331

下北地区特別支援連携協議会 事務局校  青森県立むつ養護学校
むつ市大字奥内字栖立場 1-110
TEL  0175-26-2210

三八地区特別支援連携協議会 事務局校  青森県立八戸盲・聾学校
八戸市柏崎 6丁目 29-24
TEL  0178-43-3962

県総合学校教育センターでの
教育相談

当センターでは、生徒や保護者、教職員を対象
に、生活、学習、進路等に関する相談を受け付
けております。

県総合学校教育
センター
教育相談のご案内

☆もっと知りたいと思ったら、当センターの研修講座がお勧めです。

令和８年度研修講座の一例

　D06　高等学校における特別支援教育研修講座
　D20　インクルーシブな学びを支える通常の学級の授業づくり
　D21　インクルーシブな学びを支える行動理解と学級づくりの工夫
　D25　読み書きに困難のある児童生徒への指導・支援研修講座

４.外部との連携

参考

  

青森県特別支援教育
情報サイト

国立特別支援教育
総合研究所HP

学校生活に関する相談
　教育相談課　　　　   TEL  017-728-5575

特別支援教育に関する相談
　特別支援教育課　   TEL  017-764-1991

連絡先一覧

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/files/tokushiguidebook_7_r06.pdf
https://so.edu-c.pref.aomori.jp/
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kyoiku/e-gakyo/tokushi_shiryou.html
https://www.nise.go.jp/nc/
https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/content/contents/002195389.pdf

